
(1)　「２　多摩川沿い景観形成地区の範囲」に関する意見
意見等要旨 市の見解 計画・基準等への反映

・景観形成地区の範囲を見た
が、個人所有地にも関わらず、
木竹等の成長による伐採も制限
される一方で、区域の管理は所
有者が行わなければならないと
いう理不尽さも感じる。区域は
市街化調整区域のラインから一
律20ｍと記されているが、地域
的な状況を鑑み、所有者の考え
を尊重して景観形成地区の範囲
を調整していただきたい。

「青梅市多摩川沿い景観形成地
区景観形成計画・景観形成基
準」の多摩川沿い景観形成地区
の範囲については、昨年度、座
談会やパブリックコメントを通
じて、市民意見を反映する形で
検討し、青梅市景観審議会の答
申を経て先行して決定しており
ます。
　また、木竹等の伐採について
は、通常の管理行為や軽微な行
為は景観形成基準の届出の対象
とはなりません。

なし

（2）　「３　景観形成計画」に関する意見
意見等要旨 市の見解 計画・基準等への反映

・既設の左岸遊歩道を下流方面
に延長し、入口を軍畑大橋近辺
にも作る。また、軍畑駅、吉野
街道の駐車場からのアクセスの
向上を図る。
・遊歩道から見える建物等を撤
去し、景観の向上を図るべき。

・市で所有者から区域すべてを
買い上げ、沢井から御岳に続い
ている多摩川沿いを歩く遊歩道
を整備してほしい。

・既存の駐車場は休日となると
常に満車となるため、公共交通
を利用して楽しめるよう、遊歩
道の更なる整備を望む。なお、
遊歩道の整備にあたっては景観
を形成している崖線の貴重な植
物への配慮をお願いする。

・釜の淵公園は野外キャンプの
エリアを限定し、有料の施設を
整備するなど川を汚させないよ
うにルールを徹底してほしい。

　釜の淵公園については、「青
梅市多摩川沿い景観形成地区景
観形成計画・景観形成基準」に
おいて、現状の課題を整理した
上で、さらなる釜の淵公園の魅
力向上を図ることを位置づけて
います。
　なお、施設整備やルールにつ
いては、河川管理者との調整と
併せ、庁内で検討してまいりま
す。

なし

・視点場の創出は良い。ゆっく
り多摩川を眺められる場所がほ
しい。

　青梅市多摩川沿い景観形成地
区景観形成計画・景観形成基準
にもとづき施策を進めてまいり
ます。

なし

「多摩川沿い景観形成地区景観形成計画・景観形成基準
（原案）」に対するパブリックコメントの意見と反映

　多摩川沿いの遊歩道について
は、「青梅市多摩川沿い景観形
成地区景観形成計画・景観形成
基準」において既存遊歩道や道
路を活かした散策ルートの方向
性を位置付けています。個別具
体の整備については、今後各分
野の計画にもとづき取組みを進
めることとなります。
　なお、多摩川沿いの遊歩道の
整備に当っては、貴重な植物な
ど周辺環境や景観に配慮してま
いります。

なし

実施期間：平成２７年２月２日（月）～２月１６日（月）
募集方法：市のＨＰと広報「おうめ」により意見募集
提出：６人      意見：１１件



（3）　「４ 景観形成基準」に関する意見
意見等要旨 市の見解 計画・基準等への反映

・建築物や看板などが届出によ
り規制されることは必要であ
る。

　青梅市多摩川沿い景観形成地
区景観形成計画・景観形成基準
にもとづき、景観誘導を進めて
まいります。

なし

（4）　「その他」に関する意見
意見等要旨 市の見解 計画・基準等への反映

・ここ数年、上流域でラフティ
ング等により多摩川の保全を脅
かす行為が繰り返されいる。
・営利目的のために多摩川の自
然を利用することは、保全と相
反していると大勢の市民が憤り
を感じている。

・夏になるとラフティングの客
が増えたせいで路上駐車も多く
生活道路が渋滞することに困っ
ている。ラフティング以外で観
光に来ている方々にも迷惑で、
美しい景観にそぐうものではな
いように感じる。特に、ラフ
ティングが終わってから河原で
バーベキューをしてゴミはその
まま、夏は８時近くまで騒いで
いる。もうけるだけの多摩川利
用ではなく、行政が管理し、河
川使用料を徴収し、多摩川の保
全利用に役立ててほしい。

・粗大ゴミが多摩川河川敷に捨
てられている光景を目にする。
中流から下流にかけて川岸が広
がるにつれ、ゴミの量も多く
なっているように感じる。ま
た、河辺下グランドより300メー
トル上流付近は街灯もなく、こ
こ数年、ゴミ捨て場と化してい
る現状がある。市民グランドの
駐車場を拡大し、市民レベルの
レクリエーション施設などを検
討していただきたい。

　ゴミの不法投棄については、
市として重要な課題と認識して
おりますが、「青梅市多摩川沿
い景観形成地区景観形成計画・
景観形成基準」は、多摩川沿い
地区における景観形成の方向性
と建築行為、樹木等についての
景観に配慮すべき基準を定める
ものです。
　なお、市民グランドの駐車場
拡大については、現段階では具
体的な計画はありません。

なし

・現実問題として、青梅市には
高齢者問題、市外に流出するた
めに発生する人口問題、交通網
の整備など、景観形成地区の指
定より重大な問題が山積みされ
ていると思う。市民ながら市が
どのような方向に向かおうとし
ているのか分からない。

　人口減少の問題や高齢者問題
等については、重要な課題と認
識しており、第６次青梅市総合
長期計画や各分野別の計画にも
とづき取組みを進めることとな
ります。
　なお、「青梅市多摩川沿い景
観形成地区景観形成計画・景観
形成基準」は多摩川沿いの良好
な景観の保全・形成の方針や基
準を示したものです。

なし

　ラフティング、カヌー等のア
ウトドアスポーツやバーベ
キューといった河川空間の利用
については、市として重要な課
題と認識しておりますが、「青
梅市多摩川沿い景観形成地区景
観形成計画・景観形成基準」
は、多摩川沿い地区における景
観形成の方向性と建築行為、樹
木等についての景観に配慮すべ
き基準を定めるものです。
　なお、施設整備や河川利用の
ルールについては、河川管理者
との調整と併せ、庁内で検討し
てまいります。

なし


